
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        

 
まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ、申請に必要な「オンライン申請用 QR コード付きマイナ

ンバーカード交付申請書」が、7 月下旬以降順次送付されています。   
マイナンバーカードは、本人確認の際の公的な身分証明書になるほか、住民票や印鑑登録証明書等の公

的な証明書をコンビニやスーパー等で取得できる「コンビニ交付サービス」 

や、65 万円の青色申告特別控除が受けられる「e-Tax（電子申請）」等を 

利用する際に必要になります。   
初めてマイナンバーカードを取得した人や第 1 弾マイナポイントの申し込 

みをしていない人は、最大5,000円相当のマイナポイントをもらえます。   
すでに第 1 弾マイナポイントを受け取った人も「マイナンバーカードの健 

康保険証利用の申し込み」や「公金受取口座の登録」でそれぞれ7,500円 

相当のポイントがもらえます。   
対象になるためには、令和 4 年 9 月末までにマイナンバーカードを申請し、 

令和５年２月末までにマイナポイントの申し込みが必要です。   
詳しくは、住民票のある市町の役所・役場へお問い合わせください。    

  
三重県内の商工会が連携し、県内 3 か所のイオン 

にて「三重特産品フェア」を開催します。   
地域の素晴らしい特産品等をＰＲすることを目的と 

しており、県内各地からおいしいスイーツや総菜、 

隠れたすぐれものなどが出品予定です。   
生産数や販売場所が限られているものや、ほとんど 

が地元で消費されてしまうような商品も一堂に集ま 

ります。   
また、イオン周年祭と同時開催で他のイベントなど 

も企画されていますので、お近くにお越しの際はぜ 

ひお立ち寄りください。 
 

 日 程    
●令和 4 年 10 月 20 日(木)～23 日(日) 4 日間  9：00～19：00（最終日は 18：00 まで） 

イオンスタイル津南（津市高茶屋小森町 145）   1 階エレベーター側催事場 
 
●令和 4 年 10 月 28 日(金)～30 日(日) 3 日間  9：00～19：00（最終日は 18：00 まで） 

イオン東員店（員弁郡東員町長深字築田 510-１） １階サービスカウンター前催事場 
 

●令和 4 年 11 月  3 日(木)～  6 日(日) ４日間  9：00～19：00（最終日は 18：00 まで） 

イオン明和店（多気郡明和町中村 1223）        １階催事場 

 
※各会場によって出店者・出品商品は異なります。                  

  新型コロナウイルス感染症の状況等により、開催内容が変更になる可能性があります。 

     

みえ商工会だより 2022 年 9 月 1 日 第 618 号 

のご案内 
イオン周年祭と同時開催！ 

作ってみよう！マイナンバーカード 

特集  

※

※昨年度の様子 

※
https://www.kojinbango-card.go.jp/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

     

 

【法務】 リーガルサポート 

 
三重県商工会連合会では、会員事業所の抱える経営上

の法律課題を解決することを目的に、弁護士による無

料相談会を実施しています。 

開催時間は 10 時～17 時（原則 1 事業所 1 時間）。利用

相談やご予約は、最寄りの商工会へお問い合わせくだ

さい。 
 

 

開催場所 開催日 

三重県商工会連合会 

（津市） 

9/5（月） 9/20（火） 

10/6（木） 10/19（水） 

朝明商工会館 

（川越町） 
9/13（火） 10/14（金） 

玉城町商工会館 9/30（金） 

多気町商工会館 10/25（火） 

 

【金融】 金利情報 

 
商工会では、商工会の経営指導を6か月以上受けた小規

模事業者に対し「無担保・無保証人」で、日本政策金融

公庫が融資を行う小規模事業者経営改善資金（マル経）

融資制度にて金融支援を行っています。 

令和4年8月1日現在の年利は1.21％です。 

※コロナウイルス対策は、この金利から▲0.9％引き下

げ（当初3年間） 

特別利子補給制度（実質無利子）も令和4年9月末借入

まで延長して実施されています。 

みえ商工会だより 

商工会は行きます、聞きます、提案します 

発行：三重県商工会連合会 

住所：津市栄町 1丁目 891 三重県合同ビル 6階 

電話：059-225-3161 

みえ商工会だより 2022 年 9 月 1 日 第 618 号 

 

看板の落下はあなたのお店の信用も落とします！ 

皆さんの身近にある壁面広告、広告板などは「屋外広告物」と呼ばれ、設置には原則許可を

受けていただく必要があります。    
また、経年劣化により屋外広告物の倒壊や落下による人身事故等が全国で発生しています。

このため、三重県では貼り紙などを除くすべての屋外広告物の 1 年～3 年以内ごとの点検が

義務付けられています。対象には、店舗等に設置された自家用の屋外広告物も含まれます。    
万一、看板が落下し、第三者に被害を与えた場合、長年積み重ねてきた会社やお店の信用を

一瞬で失うことになりかねません。屋外広告物の適切な点検・管理をお願いします。     
安全点検制度の詳細及び問い合わせ先は、ＱＲコードからご確認ください。 

＜ 三重県県土整備部都市政策課 TEL 059-224-2748 ＞ 

安全点検制度 問い合わせ先 


